
１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

2,019,929 1,392,790 1,660,153 955,514 714,471

2,019,929 1,392,790 1,660,153 955,514 714,471

1,348,535 1,539,193 704,117

96.8% 92.7% 73.7%

基準値 目標値

- １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

- 141,102人 159,606人 198,449人 270,914人 288,614人
前年度実績

以上

- - - - -

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日

測定指標

参考資料の情報

○関連法令（右記検索サイトから検索できます）　ＵＲＬ：http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/
○第9次職業能力開発基本計画　ＵＲＬ：http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H110415M0010.pdf
○関連事業の行政事業レビューシート
(技能継承・振興対策費（ものづくり立国の推進）)
ＵＲＬ：http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/795a.pdf
(技能継承・振興対策費（全国技能士会連合会費）)
ＵＲＬ：http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/dl_rv3/796a.pdf

（指標１）
３級技能検定の受検者数

実績値

年度ごとの目標値

関係部分（概要・記載箇所）

担当部局名 職業能力開発局 作成責任者名 能力評価課長　星　直幸 報告書作成日 平成23年6月30日

- - -

繰越し等（c）

合計（a＋b＋c）

執行額（千円、d）

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関

連計画等）

○職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第15条第５項において、国は、技能振興に関して事業主その他国民一般の理解を高める
ために必要な広報啓発等を行うこととされています。
○ 第９次職業能力開発基本計画（平成23年厚生労働省告示第143号、計画期間は平成23年度～27年度）において以下のようにされてい
ます。
　(1) 労働者の技能を向上させ、我が国産業の基盤を確かなものとするために、技能者の処遇面を含めた社会的評価の向上を図るととも
に、若年者も進んで技能労働者を目指すような環境を整備するなど、技能を振興し、技能を尊重する機運を醸成することが重要である。
　また、高齢化や職業構造の大きな変化の中、地域社会にとって必要な職種の専門的な技能や熟練技能を有する人材が減少しているこ
とから、技能の継承や後継者難の問題への対応といった観点から、地域社会を支える人材育成に向け、関係機関が連携した取組を進め
る必要がある。
　(2) 若年者の技能離れが見られる中、技能の振興や技能労働者の地位の向上を図るには、技能検定制度の着実な実施、特に若年者に
対する積極的な受検勧奨に加え、技能五輪全国大会等各種技能競技大会の実施や技能五輪国際大会への選手派遣支援、技能者に対
する各種表彰により、技能の魅力や重要性の啓発を図ることが必要である。
　ものづくり分野を中心とした熟練技能の重要性についての国民各層の理解を深め、技能の受け皿となる若年人材の継続的な確保を図
るため、熟練技能者の派遣等による技能講習の実施や、技能者による技能の実演を通じた技能者との交流等を行っていく。
　また、児童・生徒やその親に対しては、技能やものづくりの関心を深めるため、職業能力開発施設や業界団体、教育機関等関係機関と
の連携により、ものづくりの現場を見学できる機会を増やすなど、技能やものづくりの魅力に触れる機会を作る必要がある。

施策の予算額・執行額等

※　「執行額」欄には、独法の運
営費交付金は含まない。

区分 ２４年度要求額

予算の
状況

（千円）

当初予算（a）

補正予算（b）

モニタリング結果報告書
（厚生労働省23（Ⅱ－１－７））

施策目標名 技能の継承・振興を推進する（施策中目標Ⅱ－１－７）

施策の概要
本施策は、次の施策小目標を柱に実施しています。
（施策小目標１）技能継承・振興の為の施策を推進すること

予算書との関係
・関連税制

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。

（項）技能継承・振興推進費：技能継承・振興の推進に必要な経費（全部）


